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 １．高さ制限について 

北海道における住宅の屋根の特徴は、無落雪屋根が７０％を占めることでしょう。太陽光発

電のモジュールは、傾斜屋根では屋根面にぴったり設置されるので問題ありませんが、無落雪

屋根では、ちょっと厄介なことになります。 

市町村では土地の用途地域を定めることができますが、ご自分の住んでいる所がどの用途

地域かは、ほとんどの人が知らないのではないでしょうか。 

しかし、この用途地域によって、太陽光発電の設置高さが決められてしまうのです。この高さ

は設置容量に大きく関係しますので、大切な要件となります。 

用途地域は市町村で調べることができます。札幌市は都市計画情報提供サービスが利用

でき、Ｗｅｂ上で、住所を入力すると用途地域を知ることができます。 

https://www.city.sapporo.jp/keikaku/web-gis/  当社の用途地域を出力したものが右図です。 

この用途地域のうち、第１種低層住宅専用地域、第２種低層住宅専用地域では、高さの制

限が１０ｍと定められていますので、基礎高（下が車庫など）となっている無落雪屋根の場合は

この規定に抵触する可能性がでてきます。 

建築図面があれば建物の高さを確認ししてみましょう。あとは設置する太陽光発電システム

の高さを加えて、１０ｍを超えないようにしなければなりません。設置後の高さが１０ｍを超える

ようであれば、傾斜角度を緩くして２０°程度とするような工夫をしなければなりません。なお、

太陽電池の発電量は２０～６０°の間ではほとんど変わりません。 

２．北側斜線 

     もう一つ厄介なことがあります。北側斜線と呼ばれるものです。これは建築する建物が北側

の住宅の日照の確保を阻害しないように設けられた規定です。 

     北側の住宅との敷地境界線から５ｍ垂直に上がって、
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 の勾配で引いた線より上に出る

工作物を設置してはいけないこと

になります。 

     これら２つの条件を満たして

いないと、撤去命令や裁判へと進

む場合もあるようです。無落雪屋

根に太陽光発電を設置する場合

には、施工業者と十分打ち合わ

せて、建築基準法等の法令を遵

守して失敗のない太陽光発電を

設置しましょう。 

※日影規制については次号に掲

載します。 

  

太陽光発電新聞 

出典：旭川市建築部建築指導課 
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